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消 防 災 第 ３ ４ ４ 号 
平成２４年１０月１日 

 
各都道府県消防防災主管部長 
東京消防庁・各指定都市消防長 

 
 

消 防 庁 消 防 ・ 救 急 課 長 
消防庁国民保護・防災部防災課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 
消防活動時等における消防職団員の安全管理の再徹底について 

 
 平成２４年９月２９日、株式会社日本触媒姫路製造所において、消防活動中の消防

職員１名が死亡、２３名を含む３５名が負傷する（平成２４年９月３０日１８時３０

分現在）爆発火災が発生するという極めて憂慮すべき事故が発生しました。（別紙参

照） 
 現時点において、事故の詳細については調査中ですが、今回の事故に鑑み、各消防

本部等については、「安全管理体制の整備について」（昭和５８年７月２６日付消防消

第９０号）及び「警防活動時等における安全管理マニュアル（改訂版）」（平成２３年

３月３０日付消防消第４０号・消防防第１２９号）等に基づき、安全管理体制の再点

検及び安全管理マニュアルの再徹底を図るなど、事故の再発防止に万全を期するよう

お願いします。 
 貴職におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組

合及び広域連合を含む。）に対してこの旨周知されるようお願いいたします。 

 なお、本通知は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３７条の規定に基づ

く技術的助言として発出するものであることを申し添えます。 

 

 

 

消防庁消防・救急課 

職員第一係  城田・小池 

TEL：03-5253-7522 

FAX：03-5253-7532 

E-mail：shokuin@soumu.go.jp 

消防庁国民保護・防災部防災課 

消防団係  伊藤・金丸 

TEL：03-5253-7525 

FAX：03-5253-7535 

E-mail：syobodan@ml.soumu.go.jp 



 

 

株式会社日本触媒姫路製造所爆発火災（第９報） 

消 防 庁 

平成２４年９月３０日 

１ ８ 時 ３ ０ 分 現 在 

１ 発生日時等 

発生時刻：平成２４年９月２９日 （調査中） 

覚知時刻：平成２４年９月２９日 １４時０５分 

鎮圧時刻：平成２４年９月２９日 ２２時３６分 

鎮火時刻：平成２４年９月３０日 １５時３０分 

 

２ 発生場所 

特別防災区域名：姫路臨海 

住     所：兵庫県姫路市網干区興浜字西沖９９２－１ 

特定事業所名：株式会社日本触媒姫路製造所（第１種特定事業所 レイアウト） 

 

３ 施設概要等 

施設名称： アクリル酸製造施設（３ＡＡ） 

      （プロピレンを酸化反応させてアクリル酸（おむつ等の吸水性樹脂）を

製造する施設）  

施設区分： 危険物施設 

危険物施設区分： 製造所 

 

４ 火災の概要 

アクリル酸混じりの廃液（第４類第２石油類）を一時貯蔵するタンク（許可容量７０

㎥）の異常な温度上昇により爆発炎上、隣接しているアクリル酸タンクとトルエンタン

クに延焼したもの。また、爆発警戒中の消防車両にも延焼（台数等調査中）。 

 

５ 死傷者等 

（１）人的被害 

   死者  １名（消防吏員） 

   重症  ５名（消防吏員２、従業員３） 

   中等症 ９名（消防吏員５、警察１、従業員３） 

   軽症 ２１名（消防吏員１６、警察１、従業員４） 

（２）物的被害 

焼損面積： 確認中 

 

  

（別 紙） 



 

 

６ 消防機関等の活動状況 

（１）姫路市消防局 ２８台、１１２人 

（２）その他車両１９台（周辺消防本部からの応援１６台、ドクターカー３台） 

・周辺消防本部からの応援車両の内訳については以下のとおり 

 神戸市消防局：消防車４台、救急車３台 

 相生市消防本部：救急車１台 

加古川市消防本部：消防車１台 

 赤穂市消防本部：消防車１台、救急車２台 

 高砂市消防本部：救急車１台 

 たつの市消防本部：消防車１台、救急車２台 

・ドクターカーの内訳については以下のとおり 

災害医療センター：１台 

加古川医療センター：１台 

姫路医療センター：１台 

（３）ヘリ２機 

兵庫県消防防災航空隊 ヘリ（偵察、負傷者の救急搬送） 

 

７ 火災原因等 

調査中 

 

８ その他 

姫路市にて事業所内全ての危険物施設の使用停止命令（２９日（土）１５時５０分） 

 

９ 消防庁の対応 

２９日（土）１６時１０分 消防庁で災害対策室を設置（特殊災害室長） 

      ２０時２０分 消火活動に関する支援とともに、姫路市消防局からの要請

を受けた火災原因調査のため、消防庁職員の現地への派遣

を決定。 

      ２３時３０分 消防庁危険物保安室課長補佐他計４名が出発。 

      ２３時５０分 消防庁消防研究センター特殊災害研究室長他計５名が出

発。 

３０日（日）０８時００分 消防庁危険物保安室課長補佐他計４名が姫路市消防局に到

着。 

      ０９時１０分 消防庁消防研究センター特殊災害研究室長他計５名が姫

路市消防局に到着。 

      １０時３０分 消防庁現地派遣職員が日本触媒姫路製造所に到着。 

 

 

 

＜連絡先＞消防庁特殊災害室 古澤・渡邊 

Tel (03)5253-7528 内線42731  Fax (03)5253-7538 


	01通知文
	02【別紙】被害報第9報

